
柏 崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の う ち 第 １ 号 介 護 予 防

支 援 事 業 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 定 め る 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３

６ 号 ） 第 １ ４ ０ 条 の ６ ３ の 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 第 １ 号 事

業 （ 新 潟 県 柏 崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 実 施 に 関 す る

条 例 （ 平 成 ２ ９ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 事 業 を い

う 。）の う ち 、第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関

す る 基 準 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 費 用 の 額 の 算 定 ）  

第 ２ 条  第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 紙 に 定 め る

単 位 に １ ０ 円 を 乗 じ て 算 定 す る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別紙 

第１号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に関する基準 

 

介護予防ケアマネジメント費  

  介護予防ケアマネジメント費は、柏崎市地域包括支援センターが、利用者に対して第１号 

介護予防支援事業を行った場合に、所定単位数を算定する。 

 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介

護（短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。）若しくは介護予防認知症対応型共

同生活介護（介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。）を受け

ている場合は、当該月については、介護予防ケアマネジメント費は、算定しない。 

 ⑴ 介護予防ケアマネジメント A 

 ア 介護予防ケアマネジメント A費（１月につき）  ４３８単位 

      イ 初回加算  ３００単位   

    注 柏崎市地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防サービス計画を作成する利 

用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、１

月につき所定単位数を加算する。 

   ウ 委託連携加算  ３００単位 

    注 柏崎市地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定

居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３８号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。

以下同じ。）に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業

所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場

合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として

所定単位数を加算する。 

   ⑵ 介護予防ケアマネジメント C 

介護予防ケアマネジメント C費（初回のみ）  １００単位 


